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市
● 学識経験者　 ● 関係団体

● 市民代表

検討会

助言

意見

市議会
（ 建設消防委員会）

報告

答申

浜松市都市計画
審議会

協議・ 諮問
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策定経過（ 検討体制・ スケジュール）1
参考資料

　 浜松市立地適正化計画の作成に当たっては、庁内関係課により 構成さ れた「 庁内検討会」及び「 庁内

作業部会」を 設置し 、各課で所管している 関連計画や施策と 本計画の内容の整合を 図り ながら 検討を

進めまし た。また、学識経験者、関係団体等及び市民の代表者から の意見聴取（ 検討会）の実施、都市計

画審議会への協議・ 諮問等、多角的な視野からご意見を伺いまし た。

1 検討体制

庁内作業部会
役 割

● 素案作成及び資料提供など

構 成 員
● 庁内関係部局の実務担当者

開 催 数
● 平成27年度　 4回

● 平成28年度　 3回

● 平成29年度　 3回

● 平成30年度　 1回

事務局
（ 都市計画課）

庁内検討会
役 割

● 原案の作成

構 成 員

● 庁内関係部局の課長級

開 催 数

● 平成27年度　 2回

● 平成28年度　 2回

● 平成29年度　 3回

● 平成30年度　 １ 回

区協議会
協議

● 市民説明会

● パブリ ック ･コメ ント 　 等

市民参加



（ 組織名は平成30年度時点）

危機管理監

企画調整部

財務部

市民部

健康福祉部

こども 家庭部

環境部

産業部

都市整備部

土木部

学校教育部

危機管理課長

企画課長

アセット マネジメ ント 推進課長

創造都市・ 文化振興課長

次世代育成課長

環境政策課長

産業振興課商業振興担当課長、企業立地推進課長、農地利用課長

福祉総務課長、障害保健福祉課長、高齢者福祉課長、介護保険課長、

健康医療課長

都市計画課長（ 会長）、北部都市整備事務所長、土地政策課長、

交通政策課長、市街地整備課長、住宅課長、緑政課長

道路企画課長、道路保全課長、河川課長

教育総務課長
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久保田　 尚

下川　 澄雄

森本　 章倫

野澤　 千絵

根本　 敏行

石川　 晃三

天野　 真幸

小楠　 尚弘

中村　 美詠子

原田　 博子

木俣　 純一

木下　 正子

宮田　 洋

河合　 正志（ ～H29.9）

石岡　 靖雅（ H29.10～）

畑　 すみ子

杉本　 恒雄

安間　 清弘

持塚　 幹晴

佐藤　 吉彌

川上　 正芳

鈴木　 誠

埼玉大学大学院　 教授

日本大学　 教授

早稲田大学理工学術院　 教授

東洋大学　 教授

静岡文化芸術大学　 教授

浜松商工会議所　 副会頭

浜松青年会議所　 副理事長

浜松市農業委員会　 会長

浜松医科大学　 准教授

NPO法人はままつ子育てネット ワーク ぴっぴ　 理事長

静岡県宅地建物取引業協会西部支部　 支部長

静岡県建築士会西部ブロック 浜松地区

遠州鉄道株式会社　 取締役　 運輸事業本部長

浜松まちなかにぎわい協議会　 事務局長

中区協議会　 会長

東区協議会　 会長

西区協議会　 会長

南区協議会　 会長

北区協議会　 会長

浜北区協議会　 会長

天竜区協議会　 会長

学識経験者

関 係 団 体

市 民 代 表

1 策定経過（ 検討体制・ スケジュール）参考資料

3 浜松市立地適正化計画検討会　 委員名簿
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第8回検討会（ 学識経験者）

第9回検討会（ 市民代表、関係団体）

第9回庁内作業部会

第6回庁内検討会

第10回検討会（ 学識経験者）

第11回検討会（ 市民代表、関係団体）

第10回庁内作業部会

第7回庁内検討会

第12回検討会（ 学識経験者）

第13回検討会（ 市民代表、関係団体）

第8回庁内検討会

第11回庁内作業部会

区協議会への協議

都市計画審議会への諮問

市議会（ 建設消防委員会）への報告、計画策定

検討会など年月

　 7月

　 9月

10月

12月

　 1月

　 6月

　 9月

10月

11月

12月

　 1月

平成29年度

平成30年度

1 策定経過（ 検討体制・ スケジュール）参考資料
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市民説明会

5 変更経緯

年月 内容など

令和2年度

令和3年度

令和7年度

都市計画マスタープラン改定に伴う 基本的な方針などの変更

都市機能誘導区域・ 居住誘導区域の変更（ 小林駅周辺地区）

都市機能誘導区域・ 居住誘導区域の変更（ 高塚駅周辺地区）

浜松市総合計画基本計画（ 第2期）の策定に伴う 変更

都市機能誘導区域の変更（ 小林駅周辺地区）

防災指針の位置付け

策定から おおむね5年経過し たこと による 見直し

（ 誘導施策の追加、指標の変更）　

3月

1月

3月

変更

第1回

第2回

第3回



61

用語解説2
参考資料

か
行

さ
行

「 急傾斜地の崩壊による 災害の防止に関する 法律」に基づき、崩壊のお

それのある 急傾斜地（ がけ高５ m 以上、保全対象人家戸数５ 戸以上の

地区）の周辺で都道府県知事が指定する 区域。

山林など自然的土地利用を除いた地区面積の内、道路用地と 都市計画

道路・ 都市計画公園（ 未整備含む）の面積の占める 割合。

交通機関相互の乗り 継ぎや乗り 換えが行われる 場所や施設。駅やバス

ターミ ナルなど。

「 国土利用計画法」に基づき、浜松市の区域における 土地の利用に関す

る 基本的事項について定めた計画。

居住や都市の生活を支える 機能の誘導によるコンパクト なまちづくり と

地域交通の再編と の連携によるまちづくり のこと 。

「 建築基準法」に基づき、津波、高潮、出水等による 危険の著し い区域と

して、地方公共団体が条例で指定する 区域。

「 砂防法」に基づき、国土の保全のため、下流域への土砂の流出を防ぐ

ための砂防設備を設置する 必要のある 土地、及び山地の荒廃を防止す

る ため一定の行為を禁止若しく は制限する 必要のある 土地で、国土交

通大臣が指定する 土地。

愛知県東三河地域（ 8市町村）、静岡県遠州地域（ 8市町）、長野県南信州

地域（ 14市町村）で構成する 地域。

都市計画区域のう ち、市街地として積極的に開発・ 整備する 区域として、

既に市街地を形成し ている 区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画

的に市街化を図る べき 区域。

都市計画区域のう ち、市街化を 抑制すべき 区域。無秩序な市街地の拡

大を防止し 、農地や自然環境を保全していくこと を目的と する 区域。

「 都市再開発法」に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用

と 都市機能の更新と を図る ために、建築物及び建築敷地の整備と あわ

せて公共施設の整備を行う 事業。

外部からある地域に何らかの目的で訪れる人口のこと。

人、情報、知識、物などの交流の場、集り のこと 。

急傾斜地崩壊

危険区域

公共用地率

国土利用計画

浜松市計画

コンパクト シティ・

プラス・ ネット ワーク

交通結節点

災害危険区域

砂防指定地

三遠南信地域

市街化区域

市街化調整区域

市街地再開発事業

交流人口

コンベンショ ン
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県内の市町村・ 住民などが今後の地震・ 津波対策の基礎資料と して活

用すること を目的に、静岡県が地震・ 津波で想定さ れる 人的・ 建物被害

などの程度を定量・ 定性的な指標で示し たも の。 

「 地すべり 等防止法」に基づき、地すべり 災害から 国土の保全と 市民生活の

安定を図る ため、地すべり を起こしている 土地又は地すべり を起こ すおそれ

がきわめて大き い土地において、国土交通大臣等が指定する 土地。

市街化区域内において、優れた農地などを計画的に保全し 、良好な都

市環境の形成を図ること を目的に、生産緑地法に基づき 都市計画に定

める 地区。

地域固有の文化や資源を活かし た創造的な活動が活発に行われ、その

活動が新し い価値や文化、産業の創出につながり 、市民の暮らし の質や

豊かさ を高めていく 都市。

「 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する 法律」に基づき、航空機の

離陸、着陸等の頻繁な実施により 生ずる 音響に起因する 障害が特に著

し いと 認めて防衛大臣が指定する 区域。

中心市街地活性化基本計画で指定し たJR浜松駅周辺のエリ ア。

静岡県の第４ 次地震被害想定に基づく 南海ト ラフ巨大地震の津波浸水

想定区域。防潮堤の整備により 、浸水区域や浸水深を大幅に減少さ せる

効果が見込ま れていること から 、本計画では防潮堤整備後の想定区域

を採用している 。

L2（ レ ベル２ ）と は「 発生頻度は極めて低いも のの、発生すれば甚大な

被害をも たら す最大クラス の津波」のこと で、ケース 1は南海ト ラフ巨大

地震において駿河湾から 紀伊半島沖に大すべり 域及び超大すべり 域が

発生し た際の状況を想定し たも の。

深刻化する 地球環境問題の克服に貢献する ために、二酸化炭素をはじ

めとし た温室効果ガス の排出が小さ い「 低炭素社会」を実現さ せる 都市

のこと 。低炭素都市を形成していく ためには、集約型都市構造の構築な

どの都市の計画、再生可能エネルギーの都市への導入、省エネルギー

を通じ た排出削減対策を有機的に組み合わせていくこと が考えら れる。

道路の整備や施設建設など、将来にわたる 資産形成のための工事費や

用地取得費。普通建設事業費と 災害復旧事業費から なる。

都市内に立地すること が適している 産業。具体的には、「 デザイナー・ ク

リ エータ ー」「 音楽・ アート 」「 サブカルチャ ー・ 娯楽」「 託児所・ 保育所」

「 健康サービス 」「 理美容」「 研究・ 開発・ 企画」「 スク ール習い事」「 医療・

介護」「 マルシェ」など幅広に捉える 。

「 浜松市緑の保全及び育成条例」に基づき、緑豊かな環境の形成に重要

な役割を果たしているも のとして、市長が定める 樹林地等。

生産緑地地区

創造都市

中心市街地

津波浸水想定区域

津波浸水想定区域

（ L2ケース 1）

低炭素都市

投資的経費

都市型産業

市民の森

第二種区域

2 用語解説参考資料
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た
行

静岡県第４ 次

地震被害想定

地すべり 防止区域

解　 説用　 語





64

2 用語解説参考資料

年齢、性別、能力、国籍などの人々が持つ多様な特性や違いを 超え、す

べての人が暮らし やすいよう に、まちづくり・ も のづくり・ 環境づくり など

を行っていこう と する 考え方。

市街地の土地利用の基本的枠組みを明ら かにするも のであり 、住居、商

業、工業その他の用途を適切に配分し 、建築物の用途、密度及び形態な

どに関する 制限を設定すること により 、機能的な都市活動の推進、良好

な都市環境の形成を図るも の。

や
行 ユニバーサル

デザイン

用途地域

解　 説用　 語



誘導区域（ 詳細図）3
参考資料

65

区域等

居住誘導を図る
バス路線

鉄道

市街化区域

都市計画区域 ■第1種低層住居専用地域

■第2種低層住居専用地域

■第1種中高層住居専用地域

■第2種中高層住居専用地域

■第1種住居地域

■第2種住居地域

■準住居地域

■近隣商業地域

■商業地域

■準工業地域

■工業地域

■工業専用地域

用途地域

■ 都市機能誘導区域　 ■ 居住誘導区域

※ただし 、災害リ スク の高い地域（ 災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、砂防指定地、地すべ

り 防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、津波浸水想定区域（ L2ケース １ ）（ 防潮堤整備後））、その他地域（ 生産緑地

地区・ 都市計画施設・ 市民の森・ 環境整備法第二種区域）は誘導区域に含めない。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１ ０

浜松駅周辺

高塚駅周辺

上島駅周辺、住吉

追分

天竜川駅周辺

志都呂・ 堀出前

気賀駅周辺

浜北駅・ 小松駅周辺、小林駅周辺

二俣・ 西鹿島（ その１ ）

二俣・ 西鹿島（ その２ ）

【 次ページ以降の凡例】
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R4.1　変更



曳馬駅

上島駅

自動車学校前駅

さぎの宮駅

馬
込
川

国
道
2
5
7
号

国
道
15
2号

（ 都）萩湖東線

（
都
）
中
ノ
町
都
田
線

（ 都）下石田葵西線

東名高速道路

県
道
磐
田
細
江
線

（
都
）
有
玉
南
中
田
島
線

遠
州
鉄
道

N

1km500m0

【  3 上島駅周辺、住吉】

【  4 追分】
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【  5 天竜川駅周辺】

【  6 志都呂・ 堀出前】
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3 誘導区域（ 詳細図）参考資料
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 -3 立地の適正化に関するまちづくり の方針

創造都市の

取組を支え、

都市の賑わい向上を

図り ます

公共施設の

集約・ 再編を

生活利便性を

維持し ながら 進めます

公共交通で

暮らし やすい

機能誘導を図り ます

産業振興を支える

居住誘導を図り ます

浜松市立地適正化計画 体系図

コンパクト でメ リ ハリ の効いた拠点ネット ワ ーク 型都市構造の実現に向けて策定（ 目標年次： 2045年）

計画の目標と 位置付け第1章

立地の適正化に関する 基本的な方針第3章

 -2  目指すべき 都市の骨格構造 -1 まちづくり の方針

浜松市都市計画マスタ ープラ ンによるまちづくり の理念

● 自然環境と 共生し た持続可能な都市の実現
● 都市活力の持続と 向上
● 地域特性を活かし たまちづくり と 相互連携の強化
● 市民生活の質の向上
● 市民の参加・ 協働によるまちづくり の推進

浜松市総合計画（ 基本計画）によるまちづくり の基本理念

● 未来へ向けた持続可能なまちづくり

● 拠点ネット ワーク 型都市構造の形成 （ 一部抜粋）

現状と 課題第2章

【 総 人 口 】

【 年 齢 別 】

【 人口分布】

増加から 減少に転じ 、今後も 減少傾向が続く 見通し

高齢者はこ れまで増加を続けてきており 、今後も 増加する 見通し
生産年齢人口・ 年少人口が減少が進む見通し

人口密度が他政令市より 低く 、今後、人口密度の高い場所での低下が顕著

1 2 3 4

サービス
施設

● 人口減に伴う 、利用者減により 、
　 サービス 施設の継続が困難と なる 恐れ

● 公共施設等の適切な運営が困難と なり 、
　 市民生活に影響を及ぼす恐れ

公共施設

● 公共交通利用者が減少し 、
　 サービスレ ベルの維持が困難と なる 恐れ

公共交通

産業
● 北部地域の産業集積に伴う 居住需要の
　 変化への適切な対応

● 水害や土砂災害等被害、南海ト ラフ巨大地震に
　 対する 懸念安全

● 商業施設撤退等、都心の賑わいが低下する 恐れ
● 創造都市の顔としてふさ わし い都市の形成

賑わい

将来都市構造を見据えた、

公共施設等の

効率的配置と 活用の促進

多様な世代が
住まい、活動する、
にぎわいある 都心の再生

サービス施設や公共交通を

維持し、安心して暮らし やすい

市街地の形成

産業振興を支援するまちづくり

1

2

3

4

拠点ネットワーク型都市構造

　拠点ネットワーク型都市構造とは、基幹的な公共交通沿線に都
市機能が集積した複数の拠点が形成され、その拠点と公共交通を

中心に都市が集約されるとともに、拠点間が公共交通を基本とし

て有機的に連携されたコンパクトな都市構造のことをいいます。
　この都市構造の実現により、過度に自動車に依存することがな

く、高齢者をはじめとする誰もが出歩きやすい健康で快適な暮ら
しの確保、財政的・経済的に持続可能な都市経営、都市の低炭素

化などが可能となります。
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